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東日本大震災に伴う電力不足への対応に関する 
総量削減義務と排出量取引制度における特定温室効果ガス排出量算定への配慮について 
 
１ 基本的考え方 

 東日本大震災に伴う電力不足への対応のため、コージェネレーションや自家発電設備の活用

等を行った場合については、総量削減義務と排出量取引制度の対象事業所の削減義務履行に不

利にならない配慮をするため、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則附則第

10項の規定に基づき特定温室効果ガス排出量及び原油換算エネルギー使用量の算定方法の特例

を設ける。 
 
２ 適用期間 

① ３月 11日から４月 10日まで（震災発生から計画停電原則実施の期間まで） 

② 電気事業法第 27 条に基づく電力使用制限期間 

③ ４月 11日から電気事業法第 27条に基づく電力使用制限が開始される日の前日まで（ただし、

①又は②の期間に実施された措置と同じ措置が実施された場合に限る） 

 
３ 適用対象 

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第５条の７第８号に規定する指定地球温暖化

対策事業所が、東日本大震災に伴う電力不足への対応として、次の（１）から（３）までに掲

げる措置を実施した場合 
（１） 自家発電自家使用 

ア 休止していた自家発電機（コージェネレーションシステムを含む。）を①又は②の期間

及びそれらに引き続く③の期間に稼動させて発電した電気を事業所内で使用した場合

（上記の休止とは、基準年度以降、運転実績（点検等による運転を含む。）がないこと

をいう。） 

イ ３月 12 日以降に新設（更新設置を除く。）した自家発電機（コージェネレーションシス

テムを含む。）を①又は②の期間及びそれらに引き続く③の期間に稼動させて発電した

電気を事業所内で使用した場合 

ウ ①、②及び③の期間に計画停電が実施された際に非常用発電機を稼動させた場合 

エ ①又は②の期間及びそれらに引き続く③の期間に既設の自家発電機（コージェネレーシ

ョンシステム、商用電源と併用可能な非常用発電機を含む。）の稼働時間を増やすなど

して、発電量を 2009 年度、2010年度又は基準年度の同月より増加させた場合 
※ イにおいて発電機を一時的に設置する場合、当該発電のための燃料等の保管場所が、

消防法や火災予防条例などで通常届出対象となる規模であっても、届出対象外とな

ることがある。このような場合、特定温室効果ガス排出量算定ガイドライン（以下

「算定ガイドライン」という。）第２部第３章１（４）燃料等使用量監視点の要件に

該当しないので、少量排出とみなし燃料等監視点に含めなくてよい。 
※ ウ及びエにおける非常用発電機とは、建築基準法における予備電源又は消防法にお

ける非常電源などに必要な発電機のことを指す。 
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（２） 熱源等のエネルギー源の電気から燃料等への変更 

ア ターボ冷凍機など電動式冷凍機を主とする運転から吸収式冷凍機を主とする運転方法

へと変更し、エネルギー源を電気から燃料等へ変更した場合 

イ その他電気の使用量を低減させ、燃料等の使用量が増加するアに類する方法により節電

を行ったものとして知事が認める場合 
なお、イに該当するものとして算定しようとする場合には、検証機関の検証や計画書等の提

出の前にその方法の詳細が分かる資料を示して東京都に相談すること。 
 
（３） 東京電力への売電 

電気供給事業所が①、②及び③の期間に東京電力へ売電した場合  
 
４ 算定方法 

 ３（１）から（３）までのそれぞれの適用対象に関する算定方法を次に示す。 
なお、ここで示す算定方法は、事業者が希望する場合に算定できる方法であり、この方法に

よらず、算定ガイドラインの方法により算定することを妨げるものではない。 
（１） 自家発電自家使用 

ア ３（１）アからウまでの算定方法 
自ら使用するための発電に使用した燃料の使用量を排出量の算定対象から控除し、発電

した電気の量（事業所内で使用された電気の量）を一般電気事業者からの買電（昼夜不明）

と同等とみなして排出量の算定対象とする。 

当該発電機で使用した燃料の使用量及び発電量を計測している場合（購買伝票等により

把握できる場合を含む。）には、当該燃料の使用量を控除し、発電した電気の量（事業所

内で使用された電気の量）を排出量算定の対象とする。 

発電した電気の量が、図１のＢの位置で計量されている場合には、Ｂで計測された量を

算定の対象とし、図１のＡの位置で計測されている場合のように発電補機使用電力が含ま

れる場合には、Ａで計測された量から発電補機使用電力量を差し引いた量を算定の対象と

する。 

なお、発電補機使用電力量を計測していない場合には、Ａで計測された量×0.9を発電

した電気の量として排出量算定の対象とする。 

 

図１ 発電機と電力量計測点 
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コージェネレーションシステムの場合は、算定ガイドライン第５章１（４）ウに示す熱

電比率により当該コージェネレーションシステムに投入された燃料のうち発電に使用さ

れた燃料の量を算出してその量を控除し、発電した電気の量（事業所内で使用された電気

の量）を上記と同様に排出量の算定対象とする。熱需要がないため休止していたコージェ

ネレーションシステムを稼動させて発電のみに利用する場合には全ての燃料を発電に使

用したとみなせばよい。 
なお、算定ガイドライン第２部第６章１（３）高効率のコージェネレーションシステム

を利用した場合の取扱いにより削減量を算定する場合には、この方法を用いることはでき

ない。 

 
また、算定対象年度の特定温室効果ガス排出量算定報告書には、燃料の使用量は通常ど

おり購買伝票等の値を記載したうえで、燃料等使用量監視点を追加して次の式により求め

られる値を記載する。 

控除する燃料等の使用量 ： 発電機で使用した燃料の量       …負の値 

置き換えた電気の使用量 ： 発電され事業所内で使用された電気の量 …正の値 

※ コージェネレーションシステムの場合は、燃料の使用量に熱電比率（発電割合）を

乗じるものとする。 

 
イ ３（１）エの算定方法 

３（１）エの措置を行った月ごとに当該発電設備の過去の発電実績（事業所内で使用さ

れた電気の量）との比較を行うものとする。具体的には、当該発電設備の発電実績のある

2009 年度の同月の発電量、2010 年度の同月の発電量又は基準年度とした年度の同月の発

電量の平均値※のいずれかと比較して、増加した分の発電量を一般電気事業者からの買電

（昼夜不明）として排出量を算定し、増加した分の発電にかかる燃料の使用量を排出量の

算定対象から控除する。発電量及び燃料の使用量の算定方法はアの方法により行う。 

なお、比較対象の発電量をゼロとできるのは、2009年度の同月及び 2010年度の同月の

発電実績がなく、かつ、基準年度とした年度の同月の発電量の平均値がゼロの場合に限る。 

※ 基準年度が 2002年度から 2004年度の３ヵ年度場合、措置を実施した 2011年３月と、

2003年３月、2004年３月及び 2005年３月の発電実績の平均値との比較を行う。 

 
また、算定対象年度の特定温室効果ガス排出量算定報告書には、燃料の使用量は通常ど

おり購買伝票等の値を記載したうえで、燃料等使用量監視点を追加して次の式により求め

られる値を記載する。 

控除する燃料等の使用量 ： 発電機で使用した燃料の量       …負の値 

              （算定対象月から過去の同月の使用量を減算した分） 

置き換えた電気の使用量 ： 発電され事業所内で使用された電気の量 …正の値 

              （算定対象月から過去の同月の使用量を減算した分） 

※ コージェネレーションシステムの場合は、燃料の使用量に熱電比率（発電割合）を

乗じるものとする。 
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（２） 熱源等のエネルギー源の電気から燃料等への変更 

ア ３（２）アの算定方法 
① 算定対象年度に電気熱源の使用がある場合 

2009 年度の同月、2010 年度の同月又は基準年度とした年度の同月の平均の熱源等の

運転実績の比で運転されたものとして当該期間の電気及び燃料等の使用量を補正する。 

各熱源設備の製造熱量及び燃料等使用量が把握可能な場合には、図２に示すように

2009 年度、2010 年度又は基準年度の同月（平均）に燃料熱源と電気熱源で製造された

熱量の比Ｘ：Ｙを基準として、算定対象年度の対象月の製造熱量をＸ：Ｙの比で案分し、

燃料熱源及び電気熱源で製造された熱量を求める（それぞれＸ’及びＹ’とする。）。ま

た、ここで求めたＹ’と電気熱源で製造された熱量の算定対象年度の実績の差をＺとし、

算定対象年度の実績としての燃料熱源の燃料等の使用量をＡ、電気熱源の電気の使用量

をＢとしたとき、補正後の燃料等及び電気の使用量は、次の式で求められるＡ’及び

Ｂ’の量とする。 

補正後の燃料等の使用量 ： Ａ’＝Ａ×Ｘ’／（Ｘ’＋Ｚ） 

補正後の電気の使用量  ： Ｂ’＝Ｂ×Ｙ’／（Ｙ’－Ｚ） 

 

また、算定対象年度の特定温室効果ガス排出量算定報告書には、電気や燃料の使用量

は通常どおり購買伝票等の値を記載したうえで、燃料等使用量監視点を追加して次の式

により求められる値を記載する。 

控除する燃料等の使用量 ： Ａ’－Ａ …負の値 

置き換えた電気の使用量 ： Ｂ’－Ｂ …正の値 

 

なお、吸収式冷凍機の電気使用量及び冷却塔等の補機の電気使用量は考慮しなくてよ

い。 

 
図２：算定対象年度に電気熱源の使用がある場合の排出量の補正方法 

 

燃料熱

源の製

造熱量 
  
電気熱

源の製

造熱量 
 

 
電気熱

源の製

造熱量 

燃料熱

源の製

造熱量 
 

2009年度、2010年度又は基準年度 算定対象年度の実績 

燃料熱
源の製
造熱量 

 
電気熱

源の製

造熱量  

算定対象年度の補正後 

Ｘ：Ｙの比で

運転された

ものとして

補正する 

熱量Ｙ’ 

熱量Ｘ’ 

熱量Ｚ 

燃料等 
使用量 
Ａ 

電気 
使用量 
Ｂ 

 

 

Ｙ 

Ｘ 



 - 5 - 

② 算定対象年度に電気熱源の使用がない場合 
過去には燃料及び電気により熱を製造していたが、算定対象年度には燃料熱源に完全

に置き換えた場合は、①の式を採用することができないため、次の方法により算定する。

なお、特段記載のない事項については①と同様である。 

図３に示すように 2009年度、2010年度又は基準年度の同月（平均）に燃料熱源と電

気熱源で製造された熱量の比Ｘ：Ｙを基準として、算定対象年度の対象月の製造熱量を

Ｘ：Ｙの比で案分し、燃料熱源及び電気熱源で製造された熱量を求める（それぞれＸ’

及びＹ’とする。）。 

また、算定対象年度の実績としての燃料熱源の燃料等の使用量をＡとしたとき、補正

後の燃料等の使用量は、次の式で求められるＡ’の量とする。 

補正後の燃料等の使用量 ： Ａ’＝Ａ×Ｘ’／（Ｘ’＋Ｙ’） 

次に、算定対象年度の実績としての電気熱源の電気の使用量は存在しないため、補正

後の電気の使用量は、過去における実績値Ｂ、熱量Ｙ及びＹ’により、次の式で求めら

れるＢ’の量とする。 

補正後の電気の使用量  ： Ｂ’＝Ｂ×Ｙ’／Ｙ 

 

また、算定対象年度の特定温室効果ガス排出量算定報告書には、電気や燃料の使用量

は通常どおり購買伝票等の値を記載したうえで、燃料等使用量監視点を追加して次の式

により求められる値を記載する。 

控除する燃料等の使用量 ： Ａ’－Ａ …負の値 

置き換えた電気の使用量 ： Ｂ’   …正の値 

 
図３：算定対象年度に電気熱源の使用がない場合の排出量の補正方法 
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（３） 東京電力への売電 

電気供給事業所以外の事業所と同様に算定ガイドライン第５章１（４）に示す方法により

事業所外へ供給する電気に係る排出量を除外することができるものとする。 
 

５ その他 

（１） 2010年度又は 2011年度を基準年度に含む事業所の取扱い 

①、②又は③の期間に東日本大震災に伴う計画停電への対応や節電対策の実施より排出量

が減少した状況にある場合は、算定ガイドライン第３部第１章１（３）の排出量が標準的で

ないと知事が認める年度のアの要件⑤に該当するものとする。 
 

（２） 検証について 

４に示す方法に用いるデータとして実測データがある場合には、そのデータを用いて検証

を受けたうえで、特定温室効果ガス排出量算定報告書を（計画書等の添付資料として）提出

すること。 

５月 31 日時点で既に検証済である場合には、改めて検証を受け直す必要はない。算定ガ

イドラインの方法により算定した結果について検証を受けた検証結果報告書を添付したう

えで、４の方法により算定し直した特定温室効果ガス排出量算定報告書及び４の方法の算定

根拠となるデータ等を添付すればよい。 

いずれの場合も検証機関の検証を受けた排出量を計画書等に記入するものとする。 
なお、東京都に提出された算定根拠等に基づき本特例による排出量を修正して東京都が決

定した場合には、決定した排出量について計画書等の写しの送付等により通知する。 
 

（３） 実測データがない場合 

実測データがない場合には、算定ガイドラインの方法により算定した結果について検証を

受けた検証結果報告書を添付したうえで、機器の仕様、稼働時間等から４の方法と同等であ

ると合理的に判断できる方法により計算した算定資料及びその根拠となる機器の仕様、稼働

時間等の根拠資料を添付して東京都に提出する。 

この場合も、東京都に提出された算定根拠等に基づき本特例による排出量を修正して東京

都が決定した場合には、決定した排出量について計画書等の写しの送付等により通知する。 
 

（４） 算定報告様式に記載する値について 

実測の場合は、計測の方法で担保される有効桁数を考慮して入力することについては、算

定ガイドライン第２部第５章２（２）アに示す方法と同じである。ただし、４に示す方法に

より算定結果に端数が生じる場合については、算定の途中過程においては端数処理を行わず

に、算定報告様式に記載する値について小数点以下を切り捨てにするものとする。また、単

位については、電気については kWh、その他燃料等については、l・kg・m3・Nm3・MJ を基準

とする。 
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